
千葉市社会福祉審議会運営要綱  

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、千葉市社会福祉審議会条例（平成１２年千葉市条例第１０号。

以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、千葉市社会福祉審議会（以下「審議

会」という。）の運営に関して必要な事項を定めるものとする。  

 （専門分科会） 

第２条 条例第７条第１項に規定する専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。

以下この条において同じ。）に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。  

２ 審議会の各専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及 

び臨時委員の互選によってこれを定める。  

３ 専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。  

４ 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員 

が、その職務を行う。  

第３条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、社会福祉法施行令（昭和３３年

政令第１８５号。以下「令」という。）第２条第１項の規定に基づき、委員長が指名

する。 

２ 前条第２項の規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合にお

いて、同項中「委員及び臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

３ 前項において準用する前条第２項の規定により民生委員審査専門分科会に置か 

れる専門分科会長については、同条第３項及び第４項の規定を準用する。この場  

合において、同項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものと

する。 

 （専門分科会の議事）  

第４条 専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。ただし、民生委員

審査専門分科会を除く専門分科会にあっては、重要又は異例な事項についてはこの

限りでない。 

２ 専門分科会の招集、議事の定員数及び表決数については、審議会の例による。  

（部会） 

第５条 条例第７条第２項に規定する審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、令 

第３条第２項の規定に基づき、委員長が指名する。  

２ 条例第７条第３項に規定するあんしんケアセンター等運営部会に属すべき委員及

び臨時委員は、委員長が指名する。  

３ 条例第７条第４項に規定する処遇検討部会に属すべき委員及び臨時委員は、委 

員長が指名する。  

４ 各部会に部会長を置き、その部会に属する委員及び臨時委員の互選によってこ 

れを定める。 

５ 部会長は、その部会の事務を掌理する。  



６ 部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その

職務を行う。 

 （部会の議事） 

第６条 審議会は、次の各号に掲げる諮問を受けたときは、それぞれ当該各号に掲げ

る部会の決議をもって審議の決議とする。  

（１）身体障害者の障害程度、医師の指定及び取消に関して諮問 審査部会 

（２）地域包括支援センター並びに地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サー

ビスの運営に関する諮問 あんしんケアセンター等運営部会  

（３）児童の処遇に関して諮問 処遇検討部会  

２ 部会の招集、議事の定員数及び表決数については、審議会の例による。  

 （小委員会） 

第７条 審議会は、必要に応じ、小委員会を置くことができる。  

２ 小委員会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。  

３ 小委員会に小委員長を置き、小委員会に属する委員及び臨時委員の互選によっ 

てこれを定める。  

４ 小委員長は、その小委員会の事務を掌理する。 

５ 小委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、そ

の職務を行う。 

 （小委員会の議事）  

第８条 小委員長は、小委員会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなけ 

ればならない。 

２ 小委員会の招集、議事の定員数及び表決数については、審議会の例による。  

 （庶務） 

第９条 審議会の庶務は、保健福祉局保健福祉総務課において処理する。  

 （委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長

が審議会に諮って定める。  

   附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  

２ 千葉市社会福祉審議会運営要綱（平成４年６月８日施行）は、廃止する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成１８年３月３１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  


